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建設業法施行規則の一部改正について

１．背景

建設業法（昭和24年法律第100号）の規定により建設業者が作成・提出すべきとされ

ている各事業年度に係る財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）の様式等については、

建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）に規定されている。

平成23年3月に会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の制定及びその他の会

計基準の改正等を踏まえて施行された会社計算規則の一部を改正する省令（平成23年法

務省令第6号）により株式会社の財務諸表の作成方法が変更された。これに伴い、今般、

平成25年2月13日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成25年国土交通省

令第4号）が公布され、平成25年4月1日から施行されることとなった。

２．概要

① 株主資本等変動計算書（別記様式第17号）の見直し

・ 会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改める

とともに、会社計算規則に則した記載要領を追加する。

② 注記表（別記様式第17号の2）の見直し

・ 会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「会計方針の変更」、「表示方法の

変更」、「会計上の見積りの変更」、「誤謬 の訂正」を追加する。
びゆう

・ 会社計算規則の改正を踏まえ、一株当たり情報に係る注記の記載要領に、株式を

併合又は分割した場合における記載事項を追加する。

③ 用語の整理（別記様式第17号の2関係）

・ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）

と表記を揃えるため、関連当事者との取引の注記事項に係る「属性」の表現を「種

類」へ改めるとともに、記載要領に「種類」の定義を追加する。

④ その他

・ その他所要の改正を行う。

⑤ 適用関係

・ 本改正は、平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成す

べき株主資本等変動計算書及び注記表について適用する（同日前に開始した事業年

度に係るものについては、なお従前の例によることができる）。

３．スケジュール

公 布 平成25年2月13日（水）

施 行 平成25年4月1日（月）


